
かすみがうら市立中・義務教育学校の
部活動地域移行について

かすみがうら市では、これまで学校教育活動として生徒の自主的・自発的
な参加によって行われた部活動の意義や良さを継承しつつ、子どもたちが
参加するスポーツ・文化芸術活動を持続可能なものとすることを目的とし、
中学校・義務教育学校における部活動の改革を推進していきます。

かすみがうら市教育委員会 スポーツ振興課

かすみがうら市議会 文教厚生委員会資料

令和６年８月１９日 教育委員会スポーツ振興課



１．部活動地域移行における背景

〇今まで各中・義務教育学校で行ってきた部活動の良さを維持し、地域クラブ活動へ移行後
もその良さを継承・発展することで、地域が一体となって子どもたちのスポーツ・文化芸
術活動への参加を奨励する。
さらに、地域の実情に応じた持続可能な部活動及び地域クラブ活動を整備していく。

地
域
移
行

〇持続可能で多様なスポーツ・文化芸術活動の環境を一体的に整備
〇多様な体験機会や将来にわたりスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会の確保
〇子どもの自己実現及び活力ある社会と絆の強い社会作り
〇休日の部活動指導による教員の負担を軽減し、質の高い教育への転換

将
来
像

〇少子化に伴う学校の小規模化等により、１部活動あたりの人数や部活動設置数教員定数の

減少により、学校単位での部活動運営が困難
〇指導者不足により専門的な技術指導が困難
〇成長期における適切な活動や心の休養の必要性
〇将来にわたりスポーツ・文化芸術に親しむ機会の確保

背
景
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２．学校部活動と地域クラブ活動の違いについて

学校部活動 地域クラブ活動

・学校が主体となって行う
・学校施設で実施される
・顧問教諭・外部指導員が指導
・一つの種目を継続して活動

・地域が主体となって行う
・多様な場所で実施される
（学校施設・公共・民間施設等）

・地域の指導者が指導（教職員含む）
・多世代、多種目な活動

学校単位での部活動
例 〇〇中学校での部活動

地域クラブ活動
例 〇〇市での

地域クラブ活動

地域クラブとは…
これまで学校教育の一環として行われてきた部活動を学校教育から切り離し、地域で支える活動へ

と移行したものを指します。
地域と学校、行政が連携して支える仕組みであり、それぞれの理解と協力が求められます。活動の

目的としては、学校教育の一環である部活動に近い反面、運営方法については民間のクラブチーム等
に近いため、その中間に位置付けられるものとなります。 ２



３．市内中学校の部活動の現状

令和６年６月現在
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４－１．令和６年度における本市の取り組みについて（実証事業）

令和６年度実証事業計画 部活動改革
地域移行の体制整備等

・協議会等での検討
・行政支援 ・連絡調整
・指導助言 ・広報 等

再委託 再々委託

か
す
み
が
う
ら
市

実施主体：地域クラブ

「ＮＥＸＵＳかすみがうら」

かすみがうら市地域クラブ
活動推進協会

・活動場所、日程調整

・指導者複数配置

・事務局運営 等

連携
連動

各学校
クラブ運営に係る部分

茨
城
県
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かすみがうら市では、休日の運動部活動の地域移行を進めるため国の実証事業を始めます！
～ポイント～
〇令和６年度実証事業に取り組む部活動は５団体
〇運営団体「かすみがうら市地域クラブ活動推進協会」の設立

委託
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①ハンドボールクラブ（女子） 拠点校
【下稲吉中・霞ヶ浦中・千代田義務】

②バスケットボールクラブ（女子） 【霞ヶ浦中・下稲吉中】 合同

③霞ヶ浦卓球クラブ（男女） 【霞ヶ浦中】 単独校

④霞ヶ浦バレーボールクラブ（女子） 【霞ヶ浦中】 単独校

⑤千代田卓球クラブ（男女）【千代田義務】 単独校

４－２．令和６年度実証事業に取り組む部活動について

【令和５年度中に各学校から推薦のあった部活動を対象】
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４－３．実証事業の内容について 地域クラブ活動指導者謝礼
１回（日）５，０００円を想定
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４－４．実証事業にかかる経費について

令和６年度事業費 ８９５，６４０円

〇国（スポーツ庁）からの委託料 ８２３，６４０円（補助率１０／１０）
【内訳】
・指導者謝金 ７１８，７４０円（５団体×２人×３時間×１８回（月２回×９カ月）×時給１，３３１円※１）
・旅費（交通費） ８６，４００円（５団体×２人×１８回（月２回×９カ月）×４８０円※２）
・指導者保険 １８，５００円（５団体×２人×１，８５０円※３）
※１ 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいた職業別基準表の

うち部活動指導員の時給
※２ 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいた通勤手当の日額

（１５㎞以上２０㎞未満）
※３ 公益財団法人スポーツ安全協会保険より

〇市予算 ７２，０００円
・生徒分保険 ７２，０００円（９０名×８００円）

７



５．令和６年度以降の進め方について
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かすみがうら市地域クラブ活動推進協会【運営団体】

地域クラブ名「NEXUSかすみがうら」

ＮＥＸＵＳとは？

「つながり、結び付き」という意味で、子供たち同士もお互
いが結び付き活動していく。さらに、指導者、保護者、かす
みがうら市民も生徒のために、ともにつながり支えていくこ
とができるようにという思いを込めている。

６－１．運営団体の設立について ※令和６年１０月中に設立

９



スポーツ振興課を主体とした教育委員会内に事務局を設置し、任意団体をとして設立します。

かすみがうら市地域クラブ活動推進協会組織（案）

1 顧問 教育長

2 会長 教育部長

3

副会長（３名）

スポーツ協会長

4 校長会長

5 中体連会長（霞ヶ浦中学校長）

6 代表理事 生涯学習課副参事

7

理事（８名）

市PTA連絡協議会長

8 下稲吉中学校長

9 千代田義務教育学校長

10 中体連理事長

11 総合型地域スポーツクラブ代表

12 学校教育課長

13 生涯学習課長

14 スポーツ振興課長

15
監事（２名）

スポーツ推進委員長

16 学校教育課指導室長

文化部活動の活動状況等を
見据えながら文化芸術団体

代表者も加入

６－２．運営団体の構成員について
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６－３．NEXUSかすみがうら活動イメージ ＝NEXUSかすみがうら会費（保険料含む）＝
年会費2,000円 活動費2,000円／月
※令和6‣7年度は会費なし（公費負担）
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７月～８月 各小・中・義務教育学校教職員説明会

８月８日 庁議
１９日 市議会文教厚生委員会
２３日 教育委員会８月定例会
２７日 市議会全員協議会

９月３日 各中・義務教育学校保護者説明会（霞ヶ浦中学校）
４日 各中・義務教育学校保護者説明会（下稲吉中学校）
５日 各中・義務教育学校保護者説明会（千代田義務教育学校）
１２日 指導者講習会（主に教職員を対象）
１４日 実証事業（土・日）開始予定

１０月 第４回かすみがうら市部活動地域移行検討協議会
運営団体「かすみがうら市地域クラブ活動推進協会」設立

１月 アンケート調査実施（生徒・保護者・指導者）

２月 第５回かすみがうら市部活動地域移行検討協議会
外部指導員の募集

３月 アンケート調査結果公表

７．今後のスケジュール（案）について
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